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このほか、建築物に木材を利用しやすい環境づくりの一環と
して、建築物の木造化・木質化に関する国の支援事業・制度等
に関する一元的な案内窓口である「建築物の木造化・木質化支
援事業コンシェルジュ」が木材利用促進本部事務局に設置され
ている。 
(木材や木造建築物の耐久性) 

非住宅・中高層建築物の木造化・木質化の取組が増える中で、
木材や木造建築物の耐久性への関心も高まっている。木材は利
用する環境によっては腐朽菌や虫などにより影響を受けるため、耐久性を付与する保存処
理技術が開発されてきた。保存処理が行われた木材は、屋外で使用された場合でも20年以
上の耐久性を有するという試験結果もある32。日本農林規格(JAS)又は優良木質建材等認証
(AQ)制度に基づき薬剤の注入等による保存処理が行われた製品については、使用した薬品
やその浸潤度33に応じた性能区分が表示されており、建築物の土台等に利用されている。 

国土交通省では、令和６(2024)年10月に、木材・木質材料の経年劣化や維持管理方法、
 

32 酒井温子ほか「銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤（ACQ）を加圧注入した杭の25年間の被害経過」(奈良県
森林技術センター研究報告 No.48(2019)) 

33 保存処理に使用した薬剤がどの程度木材の内部まで浸潤しているかを示すもの。 

事事例例ⅢⅢ－－３３  建築物木材利用促進協定に基づく営業拠点の木造化の取組 

新築された営業拠点の外観 営業拠点の内観 

日本生命保険相互会社(大阪府大阪市)は、令和５(2023)年10月に農林水産省及び環境省
と建築物木材利用促進協定を締結した。営業職員が勤務する営業拠点の整備に当たり、全国
で100物件、約4,800㎥の木材利用を目指すなど、建築物の木造化・木質化及び脱炭素化を推
進することとしている。 

令和６(2024)年５月、同社は協定締結後第１号となる木造の営業拠点を群馬県富岡
とみおか

市に
オープンした。構造やアクセントウォール注等の内外装において木材を積極的に利用し、意
匠性の高い建物とすることで、地域社会や営業職員に訴求し、木材利用の普及・促進を目指
している。この拠点では全体で約50㎥の木材を利用し、その８割強が群馬県産材となってい
る。 

協定期間は令和12(2030)年度末までを予定しており、同社は今後、木造営業拠点の整備を
始めとする様々な取組を通じて、サステナビリティ経営の一層の高度化を進めることとし
ている。 

 
注：壁の一部を異なる素材や色に変えるなどしてアクセントを作ること。 

木材利用促進本部事務局 
「建築物の木造化・木質化 
支援事業コンシェルジュ」 

https://www.contactus.maff.go.j
p/rinya/form/riyou/mokuzou_co
ncierge.html 
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